
令和７年度 第２回 飾区農業委員会総会議事録 

（令和７年５月 20 日） 

 

１ 日 時  令和７年５月 20日（火)  午前 10時 30分 

 

２ 場 所  テクノプラザかつしか 第２会議室 

 

３ 出欠席 

出席者【委 員】 委員 木下 憲明 

委員 若林 武人 

委員 佐野 慶一 

委員 清水 克幸 

委員 持田 昌弘 

委員 清水 慶治郎 

委員 齊藤 國松 

委員 細谷 浩 

委員 三田 浩祥 

委員 高木 信明 

委員 岩田 よしかず 

委員 安井 伸弘 

 

【事務局】 産業観光部長 吉田 峰子 

産業経済課長 橋本 幸夫 

経済企画係長 豊田 進 

経済企画係員 山口 貴史 

経済企画係員 鷹左右 上総 

         

４ 議 事  (１) 開会 

      （２）議案 

      （３）報告事項等 

      （４）その他 

（５）閉会 

 

 

 



５ 会議の結果 

【議長】 

ただ今から令和７年度第２回葛飾区農業委員会総会を開会致します。 

  それでは、庶務報告を事務局からお願い致します。 

【事務局】 

本日の出席委員は 12名です。農業委員会法第 27条３項の規定により、出席者が総委 

員数の過半数を超えていますので本会は成立致します。 

【議長】 

ありがとうございました。続きまして、（２）議案第３号（都市農地の貸借の円滑化に

関する法律に係る事業計画）について、事務局より説明をお願いいたします。 

【事務局】 

それでは議案第３号（都市農地の貸借の円滑化に関する法律に係る事業計画）について

ご説明致します。 

（別紙にて説明） 

ご審議のほどよろしくお願い致します。 

 【議長】 

  本件について、ご質問等ございますか。 

【佐野委員】 

 所有者の従事状況については、記録を残すのか。 

【事務局】 

 現状、耕運や農地の見回りをしていただいており、書面は残していない状況。 

 記録方法については、区民農園等の事例も確認して、対応して参ります。 

【議長】 

 その他、何かございますか。 

【安井委員】 

 契約の延長が判明したため、水道の設置や日陰を設けていただくこと、またフェンスの 

 改修についてご検討いただきたい。 

【細谷委員】 

 区民農園と同様の扱いにし、トイレや水道の設置、日陰を設けることはできないのか。 

【事務局】 

 区民農園の設備については、公費で設置している。今回の圃場については、所有者の意 

 向も確認する必要があるため、所有者とも協議しながら対応して参ります。 

【議長】 

 それでは、事務局でご対応をよろしくお願いします。その他、何かございますか。 

 意見もないようですので、ご承認よろしいでしょうか。 

  （異議なし） 



  それでは、この議案を承認します。 

  続きまして、（３）報告事項等について、事務局より説明をお願いいたします。 

【事務局】 

はじめに、農地法第４条第１項第７号の規定による届出について、お手元の資料により 

ご報告致します。 

（別紙にて説明） 

続きまして、農地法第５条第１項第６号の規定による届出について、お手元の資料によ 

りご報告致します。 

  （別紙にて説明） 

続きまして、農地の転用事実に関する照会について、番号、土地の所在、地番、地目、 

地積、土地所有者住所・氏名、現況、調査年月日、照会元の順にご報告致します。 

  （別紙にて説明） 

【議長】 

ただ今の件について、何かご質問等ございますか。 

  （質疑なし） 

  それでは引き続き、（３）報告事項等について、事務局より説明をお願いいたします。 

【事務局】 

引き続き農業経営を行っている旨の証明について、お手元の資料によりご報告致しま 

す。（別紙にて説明） 

【持田委員】 

  （別紙にて、現地を確認した結果を伝える） 

【議長】 

ただ今の件について、何かご質問等ございますか。 

  （質疑なし） 

それでは引き続き、（４）その他について事務局よりお願い致します。 

【事務局】 

  それでは、資料１から資料３をご覧ください。「顕彰事業の推薦者選定について」ご説

明致します。（別紙にて説明） 

  つきましては、推薦対象者となる候補者のご検討をお願いいたします。 

【議長】 

ただ今の件について、候補者として要件を満たす方はいますでしょうか。 

  （委員間で候補者名を挙げる） 

  企業的農業経営者１名を候補として挙げることとします。事務局で候補者への対応を

お願いいたします。  

それでは、引き続き事務局より、（４）その他についてよろしくお願いいたします。 

【事務局】 



  それでは、資料４をご覧ください。「令和７年度夏野菜品評会及び立毛品評会の開催に

伴う後援等について」ご説明致します。（別紙にて説明） 

【議長】 

  ただ今の件について、ご質問等ございますか。 

  （質疑なし） 

  それでは、引き続き事務局より、参考資料についてご説明をお願いいたします。 

【事務局】 

  「葛飾区の農業データ」についてご説明いたします。 

  （別紙にて説明） 

【議長】 

  ただ今の件について、何かご質問等ございますか。 

  （質疑なし） 

  引き続き事務局より、参考資料についてご説明をお願いいたします。 

【事務局】 

  それでは、参考資料をご覧ください。「とうきょう普及インフォメーション 133号」に

ついて、情報提供させていただきますので、追ってご確認の程よろしくお願いいたしま

す。 

【議長】 

  その他何かございますか。意見もないようですので、これにて令和７年度第２回葛飾区  

  農業委員会総会を閉会致します。 

 


